
綾瀬川 新河岸川
芝川

新芝川 計 小山川 福川 女堀川 唐沢川 中川 元荒川
大落

古利根川
新方川 市野川 入間川 鴻沼川 鴨川 柳瀬川 黒目川 計

● 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇
● ● 〇 〇

● ● ● ●
● ● ● 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
● ●

〇 〇 〇 〇 〇
● ●
〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇

● ● ● ●
● 〇 ▲ 〇 〇
● ● 〇 〇 〇 〇 〇

● ● ● ● ●
● ● 〇 〇 〇

● ● ● ●
● ● 〇 〇
● ● 〇 〇
● ● ● ● ●

● 〇 ▲ 〇 〇
● ● ● ● ●

● ● 〇 〇
● ● 〇 〇 〇 〇

● ●
〇 〇

〇 〇
〇 〇
● ●

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

7 8 7 17 5 5 2 3 5 7 5 5 4 3 4 5 5 4 38
●

○
▲

計

洪水予報河川、水位周知河川の洪水浸水想定区域に含まれる市町村                         R2.3.31時点 　　　　　依頼事項（７）
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台風の接近・上陸に伴う洪水時の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）【〇〇市】＜作成イメージ＞

●●県土整備事務所 住民等〇〇市気象・水象情報

水防団待機水位到達
▲▲水位観測所（水位●.●m）

氾濫注意水位到達
▲▲水位観測所（水位●.●m）

第一次防災体制

避難判断水位到達
▲▲水位観測所（水位●.●m）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
▲▲水位観測所（水位●.●m）

洪水予報（氾濫危険情報）

第二次防災体制

第三次防災体制

第四次防災体制
○ホットライン（第１）

○緊急速報メール

○Ｌアラート

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（氾濫発生情報）

要配慮者等避難開始

※避難勧告等に関するガイドライン（内閣府：平成29年1月）、タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（国土交通省：平成28年8月）を参考に作成。
※時間経過や対応項目については想定で記載しており、実際の気象経過等を踏まえた対応が必要。

◇台風予報（随時）

◇台風に関する埼玉県気象情報（随時）

○台風に関する説明会（随時）

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇大雨警報・洪水警報発表

◇暴風警報発表

- 72 h

- 48 h

- 24 h

0h

避難解除
※気象・水象情報に関する発表等のタイミングは
地域・事象によって異なります。

◇大雨特別警報発表

○ホットライン（熊谷地方気象台）

最終的な危険回避行動

●●川
（▲▲水位観測所）

○ホットライン（第２）

１

２
注意

３
警戒

４
危険

５

○台風進路等の情報収集

○河川管理施設の点検

○施工箇所等の確認、安全対策

○水防資機材等の確認

○関係機関との連絡体制の確認

○雨量・水位情報等の収集

○漏水・浸食情報の提供

○休校の判断、体制の確認等

○水防体制（水防担当者の準備体制）

〇風水害警戒本部設置の準備体制

○河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

〇ホットライン☎助言の要請（熊谷地方気象台）※

○水門、樋門、排水機場等の操作

○河川カメラによる監視強化

○要配慮者施設に洪水予報伝達
〇出水時点検（巡視）
〇風水害警戒本部設置の検討（又は設置）

○避難所の選定と開設を検討
○避難準備・高齢者等避難開始情報発表の検討
〇水防作業員の配置（ポンプ作業等）

〇ホットライン☎助言の要請（熊谷地方気象台）※
〇リエゾンの派遣要請を検討

○県土整備事務所から本部班へ

受電

〇風水害警戒本部の設置

〇ホットライン☎助言の要請（県土整備事務所）※

○１０分毎の河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○気象台から本部班へ受電

○テレビ、インターネット、県メール等

により大雨や河川の状況を確認

〇テレ玉データ放送による情報確認

○防災グッズの準備

○ハザードマップ等による避難所・

避難ルートの確認

防災行政無線、携帯メール、ホーム

ページ、テレ玉データ、テレビ、ラジ

オ、広報車等により避難準備・高齢

者等避難開始情報を受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○県土整備事務所から本部班へ

受電

〇災害対策本部の設置

避難指示（緊急）
（地区指定）

避 難 完 了

避難勧告
（地区指定）

避難開始

避難準備・
高齢者等避難開始
（地区指定）

○被害状況の把握

○被害箇所の応急対策等

○防災無線、携帯メール等による避

難指示・避難勧告の受信

○ホットライン（第１）

○緊急速報メール

水防警報（出動）

水防警報（待機・準備）

○漏水・浸食情報の提供

レベル

〇水防団（待機・準備）

〇水防担当者を配置

※ホットラインによる助言の要請はタイムラインに示されたタイミングだけではありません。

〇水防作業員の退避

〇水防団の退避

○住民に対し、堤防の決壊等の状況を周知

○自衛隊の派遣要請

〇支援要請

資料７
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○2017年6月までに、国管理河川については、対象の全730市町村で水害対応タイムラインの作成が完了。
○2020年3月末までに、45都道府県の819市町村において、都道府県管理河川における水害対応タイムラインの作成
が完了。

○2019年1月に改定された『「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画』において、2020年度末までに都道府
県管理河川における水害対応タイムラインの作成を完了させることとした。

○国土交通省は、引き続き都道府県管理河川における水害対応タイムラインの取組を支援。

※水害対応タイムラインとは

洪水時の河川氾濫の発生を前提に、河川管
理者、市町村長等が連携して、洪水時の状況を
予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何
をするか」に着目して、防災行動とその実施主
体を時系列で整理したもの。

誰が

いつ
何をするか

水害対応タイムラインの取組状況について

都道府県単位で見た作成状況
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2 / 15

0 / 20
1 / 16

9 / 33
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1 / 5

45都道府県

819 / 1,180

全市町村で作成済み

半数以上の市町村で作成済み

一部の市町村で作成済み（半数未満）

現時点では作成済み市町村なし

（R2.3時点）

※着色している行は作成済みの地域（令和２年３月末時点で、44地域のうち43地域で作成済み）

多機関連携型タイムラインの作成状況 R2.3月末現在

地整等名 事務所名 河川名 対象市町村
協議会等設立日
（予定含む）

初版（試行版）
作成状況（予定含む）

北海道 札幌開発建設部 石狩川水系石狩川 北海道滝川市 平成27年10月30日 平成28年8月3日作成

東北 秋田河川国道事務所 子吉川水系子吉川 秋田県由利本荘市 平成27年10月28日 平成28年2月29日作成

関東 荒川下流河川事務所 荒川水系荒川
埼玉県川口市、蕨市、戸田市、
東京都北区、足立区、板橋区など16市区

平成26年8月21日 平成27年5月25日作成

北陸 信濃川下流河川事務所 信濃川水系信濃川 新潟県三条市 平成28年1月28日 平成28年3月23日作成

北陸 千曲川河川事務所 信濃川水系千曲川 長野県長野市 平成27年10月27日 平成28年3月18日作成

中部 庄内川河川事務所 庄内川水系庄内川 愛知県名古屋市 平成26年6月4日 平成27年3月26日作成

中部 庄内川河川事務所 庄内川水系土岐川 岐阜県多治見市 平成27年7月21日 平成28年3月11日作成

近畿 紀南河川国道事務所 新宮川水系相野谷川 三重県紀宝町 平成26年2月26日 平成27年2月21日作成

中国 岡山河川事務所 旭川水系旭川 岡山県岡山市 平成28年1月18日 平成29年3月23日作成

四国 中村河川国道事務所 渡川水系四万十川 高知県四万十市 平成27年12月4日 平成28年3月16日作成

九州 武雄河川事務所 六角川水系六角川 佐賀県小城市 平成26年12月25日 平成27年2月25日作成

九州 八代河川事務所 球磨川水系球磨川 熊本県人吉市、球磨村 平成27年6月24日 平成28年6月2日作成

北海道 室蘭開発建設部 沙流川水系沙流川 北海道平取町 平成27年12月24日 平成29年5月31日作成

近畿 福知山河川国道事務所 由良川水系由良川 京都府福知山市 平成28年3月17日 平成28年3月17日作成
近畿 豊岡河川国道事務所 円山川水系円山川 兵庫県豊岡市 平成29年2月21日 平成29年2月21日作成
中国 太田川河川事務所 太田川水系太田川 広島県広島市、安芸太田町 平成29年11月6日 平成31年3月19日作成
中国 出雲河川事務所 斐伊川水系斐伊川 島根県出雲市 平成30年3月29日 平成31年3月25日作成
四国 那賀川河川事務所 那賀川水系那賀川・桑野川 徳島県阿南市 平成27年2月13日 平成27年4月28日作成
九州 延岡河川国道事務所 五ヶ瀬川水系五ヶ瀬川 宮崎県延岡市 平成28年10月17日 平成30年6月25日作成
九州 長崎河川国道事務所 本明川水系本明川 長崎県諫早市 平成28年11月24日 平成29年6月2日作成

北海道 室蘭開発建設部 沙流川水系沙流川 北海道日高町 平成29年7月21日 平成30年3月14日作成
北海道 函館開発建設部 後志利別川水系後志利別川 北海道今金町、せたな町 平成29年9月13日 平成30年7月26日作成
北海道 釧路開発建設部 釧路川水系釧路川 北海道標茶町 平成29年11月21日 平成30年10月5日作成
東北 福島河川国道事務所 阿武隈川水系阿武隈川 福島県郡山市 平成29年1月11日 平成29年3月22日作成
東北 福島河川国道事務所 阿武隈川水系阿武隈川・荒川・松川 福島県福島市 平成29年12月12日 平成30年3月作成
近畿 福知山河川国道事務所 由良川水系由良川 京都府綾部市 － 平成30年3月26日作成
近畿 淀川河川事務所 淀川水系木津川 京都府木津川市 平成30年1月26日 平成30年12月25日作成
中国 日野川河川事務所 日野川水系日野川 鳥取県米子市、伯耆町、南部町、日吉津村 平成29年11月16日 平成30年5月15日作成
九州 八代河川事務所 球磨川水系球磨川 熊本県八代市 平成29年7月24日 平成30年6月19日作成

北海道 室蘭開発建設部 鵡川水系鵡川 北海道むかわ町 平成30年5月24日 平成31年3月12日作成
北海道 網走開発建設部 常呂川水系常呂川 北海道北見市 平成30年7月19日 令和元年7月12日作成
近畿 猪名川河川事務所 淀川水系猪名川・藻川 兵庫県尼崎市 － 平成30年11月16日作成
中国 岡山河川事務所 高梁川水系高梁川 倉敷市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、矢掛町、笠岡市 平成30年12月27日 令和元年6月13日作成
中国 山口河川国道事務所 佐波川水系佐波川 山口市、防府市 平成31年3月28日 令和2年2月13日

近畿 福知山河川国道事務所 由良川水系由良川 京都府舞鶴市 － 令和元年7月8作成
近畿 猪名川河川事務所 淀川水系猪名川・藻川 大阪府池田市 令和元年9月30日 令和2年5月試行案作成予定
中国 福山河川国道事務所 芦田川水系芦田川 福山市、府中市 令和元年5月16日 令和元年8月26日作成
中国 三次河川国道事務所 江の川水系江の川（上流） 三次市、安芸高田市 令和元年7月4日 令和元年8月30日作成
中国 浜田河川国道事務所 江の川水系江の川（下流） 江津市、川本町、美郷町、邑南町 令和元年5月31日 令和2年2月13日作成
中国 浜田河川国道事務所 高津川水系高津川 益田市 令和元年5月30日 令和2年2月13日作成
中国 鳥取河川国道事務所 千代川水系千代川 鳥取市 令和元年8月7日 令和2年3月31日作成
中国 倉吉河川国道事務所 天神川水系天神川 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 令和元年8月7日 令和2年3月31日作成
中国 岡山河川事務所 吉井川水系吉井川 岡山市、瀬戸内市、備前市、和気町、津山市、瀬戸内市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村 令和元年7月25日 令和2年3月31日作成
中国 太田川河川事務所 小瀬川水系小瀬川 大竹市、岩国市、和木町 令和元年11月11日 令和2年3月31日作成

令和元年度追加河川（10河川）

リーディング・プロジェクト（12河川）

拡大河川（8河川）

平成29年度追加河川（9河川）

平成30年度追加河川（5河川）
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